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報告第１６号 

 

議会の委任による専決処分について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分をし

たので、同法同条第２項の規定により、これを本市議会に報告する。 

 

平成２８年１２月１２日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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専決第２１号 

 

専決処分書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、倉吉市行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について、次のとおり専決処分する。 

 

平成２８年１１月２５日 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号

の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

 

倉吉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成27年倉吉市条例第33号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成25年法律第27号。以下「法」という。）第９条

第２項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19

条第10号に掲げる特定個人情報の提供に関し必要

な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成25年法律第27号。以下「法」という。）第９条

第２項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19

条第９号に掲げる特定個人情報の提供に関し必要

な事項を定めるものとする。 

  

（特定個人情報の提供） （特定個人情報の提供） 

第５条 法第19条第10号に掲げる特定個人情報の提

供は、次の表の第１欄に掲げる市の照会機関（法

令の規定により同表の第２欄に掲げる事務の全部

又は一部を行うこととされている者がある場合に

あっては、その者を含む。）が、同表の第３欄に

掲げる市の提供機関（法令の規定により同表の第

４欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関す

る事務の全部又は一部を行うこととされている者

がある場合にあっては、その者を含む。）に対し、

同表の第２欄に掲げる事務を処理するために必要

な同表の第４欄に掲げる特定個人情報の提供を求

めた場合において、同表の第３欄に掲げる提供機

関が当該特定個人情報を提供するものとする。 

第５条 法第19条第９号に掲げる特定個人情報の提

供は、次の表の第１欄に掲げる市の照会機関（法

令の規定により同表の第２欄に掲げる事務の全部

又は一部を行うこととされている者がある場合に

あっては、その者を含む。）が、同表の第３欄に

掲げる市の提供機関（法令の規定により同表の第

４欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関す

る事務の全部又は一部を行うこととされている者

がある場合にあっては、その者を含む。）に対し、

同表の第２欄に掲げる事務を処理するために必要

な同表の第４欄に掲げる特定個人情報の提供を求

めた場合において、同表の第３欄に掲げる提供機

関が当該特定個人情報を提供するものとする。 

 略 略 

２ 略 ２ 略 

  

 

附 則 

この条例は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号）附則第１条第５号の規定の施行の日から施

行する。 
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報告第１７号 

 

議会の委任による専決処分について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分をし

たので、同法同条第２項の規定により、これを本市議会に報告する。 

 

平成２８年１２月１２日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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専決第２２号 

 

専決処分書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額の決定につ

いて、次のとおり専決処分する。 

 

平成２８年１１月２５日 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

 

１ 損害賠償額 ３８，３６７円 

２ 相手方 倉吉市 個人 

３ 事故の概要 

(１) 事故発生年月日 平成２８年１１月３日 

(２) 事故発生場所 倉吉市下余戸 市道大原山根線 

(３) 事故状況  相手方車両が市道を走行中、平成２８年１０月２１日の鳥取県中部を

震源とする地震により陥没した道路の舗装段差により車底が損傷し、相

手方の車両に損害を与えた。 

４ 事故処理方法 示談による処理 
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議案第１０１号 

 

倉吉市農業委員会の委員及び倉吉市農地利用最適化推進委員定数条例の制定について 

 

次のとおり倉吉市農業委員会の委員及び倉吉市農地利用最適化推進委員定数条例を制定すること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を

求める。 

 

平成２８年１２月１２日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市農業委員会の委員及び倉吉市農地利用最適化推進委員定数条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第８条第２項及び第18条第２

項の規定に基づき、倉吉市農業委員会の委員及び倉吉市農地利用最適化推進委員の定数を定めるも

のとする。 

（農業委員会の委員の定数） 

第２条 倉吉市農業委員会の委員の定数は、19人とする。 

（農地利用最適化推進委員の定数) 

第３条 倉吉市農地利用最適化推進委員の定数は、９人とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日に在任する倉吉市農業委員会の委員の任期満了の日（倉吉市農業

委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日）の翌日から施行する。

ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 

（倉吉市農業委員会の選挙による委員の定数条例及び倉吉市農業委員会委員の選挙区及びその選

挙区において選挙すべき委員の定数を定める条例の廃止） 

３ 次に掲げる条例は、廃止する。 

(１) 倉吉市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年倉吉市条例第15号) 

(２) 倉吉市農業委員会委員の選挙区及びその選挙区において選挙すべき委員の定数を定める条

例(昭和32年倉吉市条例第16号) 

（特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正） 

４ 特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年倉吉市条例第29号)の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応

する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

別表（第２条―第４条関係） 別表（第２条―第４条関係） 

 職名 給与の

名称 

給与の額 職名 給与の名

称 

給与の額

 略   略   

 農業委員会

の委員 

会長 〃 〃 57,000 農業委員会

の委員 

会長 〃 〃 57,000

 会長の職務を代

理する者 

〃 〃 33,000 会長の職務を代

理する者 

〃 〃 31,500

  委員 〃 〃 30,000 委員 〃 〃 29,000

 農地利用最適化推進委員 〃 〃 30,000     

 略   略    
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議案第１０２号 

 

倉吉市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年１２月１２日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例 

 

倉吉市職員の配偶者同行休業に関する条例（平成27年倉吉市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「追加条」という。）を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（追加条を除く。）

に改める。 

 

改正後 改正前 

  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律

第261号。以下「法」という。）第26条の６第１

項から第３項まで及び第６項から第８項まで並び

に同条第11項において準用する法第26条の５第６

項の規定に基づき、職員の配偶者同行休業（法第

26条の６第１項に規定する配偶者同行休業をい

う。以下同じ。）に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律

第261号。以下「法」という。）第26条の６第１

項、第２項及び第６項から第８項まで並びに同条

第11項において準用する法第26条の５第６項の規

定に基づき、職員の配偶者同行休業（法第26条の

６第１項に規定する配偶者同行休業をいう。以下

同じ。）に関し必要な事項を定めるものとする。

 

  

（配偶者同行休業の承認の申請） （配偶者同行休業の承認の申請） 

第５条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同

行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに

当該職員の配偶者（法第26条の６第１項に規定す

る配偶者をいう。第６条の２、第７条第１号及び

第８条第１項第１号から第３号までにおいて同

じ。）が当該期間中に外国に住所又は居所を定め

て滞在する事由を明らかにしてしなければならな

い。 

第５条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同

行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに

当該職員の配偶者（法第26条の６第１項に規定す

る配偶者をいう。以下同じ。）が当該期間中に外

国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らか

にしてしなければならない。 

２ 略 ２ 略 

  

（配偶者同行休業の期間の延長） （配偶者同行休業の期間の延長） 

第６条 略 第６条 略 

  

（配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特

別の事情） 

 

第６条の２ 法第26条の６第３項の条例で定める特

別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期

間が満了する日における当該配偶者同行休業に係

る配偶者の第４条第１号の外国での勤務が同日後

も引き続くこととなり、及びその引き続くことが

当該延長の請求時には確定していなかったことそ

の他任命権者がこれに準ずると認める事情とす

る。 

 

  

 

附 則 

この条例は、平成29年１月１日から施行する。 
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議案第１０３号 

 

倉吉市職員退職手当支給条例の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市職員退職手当支給条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年１２月１２日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 

 

倉吉市職員退職手当支給条例（昭和29年倉吉市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄

中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後

部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に

対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

 

改正後 改正前 

  

（失業者の退職手当） （失業者の退職手当） 

第10条 略  第10条 略  

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 勤続期間６月以上で退職した職員（第７項の規

定に該当する者を除く。）であって、その者を雇

用保険法第４条第１項に規定する被保険者とみな

したならば同法第37条の２第１項に規定する高年

齢被保険者に該当するもののうち、第１号に掲げ

る額が第２号に掲げる額に満たないものが退職の

日後失業している場合には、一般の退職手当等の

ほか、第２号に掲げる額から第１号に掲げる額を

減じた額に相当する金額を、退職手当として、同

法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件

に従い支給する。 

５ 勤続期間６月以上で退職した職員（第７項の規

定に該当する者を除く。）であって、その者を雇

用保険法第４条第１項に規定する被保険者と、そ

の者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の

事務を同法第５条第１項に規定する適用事業とみ

なしたならば同法第37条の２第１項に規定する高

年齢継続被保険者に該当するもののうち、第１号

に掲げる額が第２号に掲げる額に満たないものが

退職の日後失業している場合には、一般の退職手

当等のほか、第２号に掲げる額から第１号に掲げ

る額を減じた額に相当する金額を、退職手当とし

て、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給

の条件に従い支給する。 

(１) 略 (１) 略 

(２) その者を雇用保険法第37条の３第２項に規

定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続

期間（第２項に規定する基準勤続期間をいう。

以下この条において同じ。）を同法第17条第１

項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を

同法第20条第１項第１号に規定する離職の日

と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37

条の４第３項の規定による期間の年月数とみな

して同法の規定を適用した場合に、その者が支

給を受けることができる高年齢求職者給付金の

額に相当する額 

(２) その者を雇用保険法第37条の３第２項に規

定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続

期間（第２項に規定する基準勤続期間をいう。

以下この条において同じ。）を同法第17条第１

項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を

同法第20条第１項第１号に規定する離職の日

と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37

条の４第３項前段の規定による期間の年月数と

みなして同法の規定を適用した場合に、その者

が支給を受けることができる高年齢求職者給付

金の額に相当する額 

６ 勤続期間６月以上で退職した職員（第８項の規

定に該当する者を除く。）であって、その者を雇

用保険法第４条第１項に規定する被保険者とみな

したならば同法第37条の２第１項に規定する高年

齢被保険者に該当するものが退職の日後失業して

いる場合において、退職した者が一般の退職手当

等の支給を受けないときは、前項第２号の規定の

例によりその者につき同法の規定を適用した場合

にその者が支給を受けることができる高年齢求職

者給付金の額に相当する金額を、退職手当とし

て、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給

６ 勤続期間６月以上で退職した職員（第８項の規

定に該当する者を除く。）であって、その者を雇

用保険法第４条第１項に規定する被保険者と、そ

の者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の

事務を同法第５条第１項に規定する適用事業とみ

なしたならば同法第37条の２第１項に規定する高

年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失

業している場合において、退職した者が一般の退

職手当等の支給を受けないときは、前項第２号の

規定の例によりその者につき同法の規定を適用し

た場合にその者が支給を受けることができる高年
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の条件に従い支給する。 齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当

として、同法の規定による高年齢求職者給付金の

支給の条件に従い支給する。 

７～10 略 ７～10 略 

11 第１項、第３項及び第５項から前項までに定め

るもののほか、第１項又は第３項の規定による退

職手当の支給を受けることができる者で次の各号

の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該

各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険

法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手

当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の

支給の条件に従い支給する。 

11 第１項、第３項及び第５項から前項までに定め

るもののほか、第１項又は第３項の規定による退

職手当の支給を受けることができる者で次の各号

の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該

各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険

法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手

当、就業促進手当、移転費又は広域求職活動費の

支給の条件に従い支給する。 

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略 

(６) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第１項各

号のいずれかに該当する行為をする者 同条第

２項に規定する求職活動支援費に相当する金額

(６) 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域

にわたる求職活動をする者 雇用保険法第59条

第２項に規定する広域求職活動費の額に相当す

る金額 

12～14 略 12～14 略 

15 第11項の規定は、第５項又は第６項の規定によ

る退職手当の支給を受けることができる者（第５

項又は第６項の規定により退職手当の支給を受け

た者であって、当該退職手当の支給に係る退職の

日の翌日から起算して１年を経過していないもの

を含む。）及び第７項又は第８項の規定による退

職手当の支給を受けることができる者（第７項又

は第８項の規定による退職手当の支給を受けた者

であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の

翌日から起算して６箇月を経過していないものを

含む。）について準用する。この場合において、

第11項中「次の各号」とあるのは、「第４号から

第６号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷

病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手

当」と読み替えるものとする。 

15 第11項の規定は、第７項又は第８項の規定によ

る退職手当の支給を受けることができる者（これ

らの規定による退職手当の支給を受けた者であっ

て、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日か

ら起算して６箇月を経過していないものを含

む。）について準用する。この場合において、第

11項中「次の各号」とあるのは、「第４号から第

６号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病

手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手

当」と読み替えるものとする。 

16及び17 略 16及び17 略 

  

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 退職職員（退職した倉吉市職員退職手当支給条例第２条第１項に規定する職員（同条第２項の規定に

より職員とみなされる者を含む。）をいう。以下同じ。）であって、退職職員が退職の際勤務していた

当該地方公共団体の事務を雇用保険法（昭和49年法律第116号）第５条第１項に規定する適用事業とみ

なしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律（平成28年法律第17号）第２条の規定による改正前の

雇用保険法第６条第１号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の倉吉市職員退職手

当支給条例（以下「新条例」という。）第10条第５項又は第６項の勤続期間を計算する場合における倉

吉市職員退職手当支給条例第７条の規定の適用については、同条第１項中「在職期間」とあるのは「在

職期間（雇用保険法等の一部を改正する法律（平成28年法律第17号）の施行の日（以下この項及び次項

において「雇用保険法改正法施行日」という。）前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正

法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間）」と、同条第２項中「月数」とあるのは「月数（雇

用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退
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職した日の属する月までの月数（退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、

零））」とする。 

３ 新条例第10条第11項（第６号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。）の規定

は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に同号に規

定する行為（当該行為に関し、この条例による改正前の倉吉市職員退職手当支給条例（以下この項及び

第５項において「旧条例」という。）第10条第11項第６号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当

が支給されている場合における当該行為を除く。）をしたもの（施行日前１年以内に旧条例第10条第５

項又は第６項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新

条例第10条第５項から第８項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていない

ものを除く。）について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地

域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従

前の例による。 

４ 新条例第10条第15項において準用する同条第11項（第４号に係る部分に限る。）の規定は、退職職員

であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたも

のに対する倉吉市職員退職手当支給条例第10条第11項第４号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当

の支給については、なお従前の例による。 

５ 施行日前に旧条例第10条第５項又は第６項の規定による退職手当の支給を受けることができる者とな

った者（施行日以後に新条例第10条第５項から第８項までの規定による退職手当の支給を受けることが

できる者となった者を除く。）に対する倉吉市職員退職手当支給条例第10条第11項第５号に掲げる移転

費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。 
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議案第１０４号 

 

倉吉市まちかどステーション等の指定管理者の指定について 

 

次のとおり倉吉市まちかどステーション等の指定管理者の指定について、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年１２月１２日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

 

１ 管理を行わせる施設の名称及び位置 

 

名称 位置 

まちかどステーション 倉吉市大正町１０６７番地２９ 

倉吉線鉄道記念館 倉吉市明治町１０１２番地７ 

公園駐車場 倉吉市大正町１０６７番地２９ほか 

 

２ 指定管理者 

鳥取県倉吉市福庭町１丁目２８８番地 

株式会社エバークリーン 

代表取締役 藤井 武親 

 

３ 指定の期間 

平成２９年４月１日から 平成３４年３月３１日まで 
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陳情第 １９ 号

消費者行政の拡充及び法制度の整備等を求める意見書提出について

１ 提 出 者 足羽 佑太

２ 受理年月日 平成２８年１０月 ３日

別紙のとおり陳情書の提出があった。

平成２８年１２月１２日

倉吉市議会議長 高 田 周 儀

陳1



陳2



陳3



A 



 

陳情第 ２０ 号 

 

鳥取県中部地震について 

 

１  提 出 者   足羽 佑太 

 

２  受理年月日   平成２８年１０月２５日 

 

 別紙のとおり陳情書の提出があった。 

 

  平成２８年１２月１２日 

 

             倉吉市議会議長  高 田 周 儀 
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陳5
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陳6
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A 



 

陳情第 ２１ 号 

 

農業者等を守る立場に立った農業・農村政策の確立を求める意見書提出について 

 

１  提 出 者   １１／６ストップＴＰＰ緊急行動・鳥取集会 

実行委員長 鎌谷 一也 

 

２  受理年月日   平成２８年１０月２６日 

 

 別紙のとおり陳情書の提出があった。 

 

  平成２８年１２月１２日 

 

             倉吉市議会議長  高 田 周 儀 

 

陳7



陳8






